
かんがい排水等で
農事用電力（低圧）をご利用の

お客さまへ



かんがい排水等のための動力でご利用いただける農事用電

力の料金メニューは、お客さまの料金の負担軽減の観点か

ら、標準的な料金メニューに比べて割安な料金水準として

います。また、契約期間に限って料金を申し受け、契約期

間以外の料金は申し受けないお取扱い※としています。

9/163/16 10/185/19 8/18

農事用電力のお取扱いの特徴

検針 検針 検針 検針 検針

※ 低圧電力などの標準的な従量制の料金メニューでは、１年を通じたご契約と
していただくため、ご契約中の１月においてまったく電気をご使用されな
かった場合でも、基本料金の半額を申し受けるお取扱いとしています。
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あらかじめご契約いただく の例契約期間 契約期間外
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毎年料金を申し受ける契約期間を定めてお客さまにあらか

じめ契約していただきます。

※ 契約期間は、原則として毎年変更できません。

契 約 期 間



電気の使用開始・終了方法

お客さまによるメインブレーカーの操作により使用開始・

終了いただけます。

使用開始・終了に際しての当社へのご連絡は不要です。

契約期間前から使い始める場合は

天候状況等により、契約期間の開始前から電気を使い始

めたい場合は、メインブレーカーの操作により使用いた

だけます。

また、契約期間の終了後に電気を使いたい場合も同様に

使用いただけます。使い終わりの際には必ずメインブ

レーカーをオフにするようお願いします。

契約期間終了前に使い終わる場合は

契約期間の終了前に電気を使い終わり、契約期間の短縮

を希望される場合は、当社へ使用終了日をご連絡くださ

い。使用期間終了前のご連絡に限り、料金を申し受ける

期間を変更することができます。

契約期間を通じて使わない場合は

契約期間を通じて電気を使わない場合は、当社へその旨

をご連絡ください。契約期間開始前のご連絡に限り、料

金を申し受けない期間として取り扱います。

契約期間以外で使用された月の基本料金は１か月分を申し受け
ます。料金について詳しくは次ページをご覧ください。

ご確認ください



契約期間の取扱いを見直します料金のお取扱い
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期間外使用を確認 期間外使用を確認

契約期間以外で使用された場合は、実際に使用された日

のみならず、１か月分の料金※を申し受けます。実際に

使用された日数に応じた基本料金の日割りは行ないませ

んので、あらかじめご了承ください。

毎年、契約期間について、基本料金、電力量料金（燃料費

等調整額を含む。）および再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計を料金として申し受けます。

契約期間以外は、スマートメーターによりご使用がないこ

とを当社が確認できれば、料金を申し受けません。

契約期間以外で使用された場合は

※ 前月検針日～当月検針日の前日までの基本料金およびご使用量
等に応じた料金となります。

※ 料金は、翌月以降の料金に加算してご請求する場合があります。
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Ｑ 契約期間を変更できますか？

Ａ
契約期間は原則として毎年変更はできません。ただし、ご利用形
態が変わるなどにより契約期間の変更を希望される場合は、当社
までご相談ください。

Ｑ 契約期間以外では電気は使えませんか？

Ａ 契約期間以外でもお客さまにてメインブレーカーを操作すること
により、電気をご使用することは可能です。

Ｑ 契約期間以外で電気を使用した際に連絡は必要ですか？

Ａ

不要です。その月の料金は、ひと月の使用電力量に応じた電力量
料金に加え、基本料金は１か月分を申し受けます。実際に使用さ
れた日数に応じた基本料金の日割りは行ないませんので、あらか
じめご了承ください。

契約期間の取扱いを見直しますよくあるご質問

農事用電力（低圧）に関するご連絡先

契約期間の終了前に電気を使い終わる場合や契約期間を
通じて電気を使わない場合は、以下までご連絡ください。

ほくでん契約センター

０５７０－０９２－８００
【営業時間】月曜日～金曜日 9:00～17:00
（休業日：土曜，日曜，祝日，12月29日～1月3日，5月1日）

Ｑ

Ａ

スマートメーターの設置は必要ですか？

契約期間の日数に応じた基本料金の日割りには、スマートメーター
の設置が必要です。
スマートメーターの設置がない場合、契約期間以外で電気の使用が
なかったことが計量値により確認できない月は、原則として１か月
分の基本料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。



米麦乾燥調製、水稲電熱温床等で
臨時電力（低圧）をご利用の

お客さまへ



米麦脱穀調整、乾燥調製、水稲の電熱温床等のための動力

は、毎年一定期間に限り反復して使用されることから、当

社はお客さまの料金の負担軽減の観点から、契約期間に

限って料金を申し受け、契約期間以外の料金は申し受けな

い特例※（臨時電力によるお取扱い）を実施しています。

10/207/20 11/208/21 9/20

9月分
料 金

10月分
料 金

契約期間

臨時電力のお取扱い（料金特例）

契約期間以外 契約期間以外

標準的な料金メニューのお取扱い

料金は
申し受けません

９月分
料 金

10月分
料 金

11月分
料 金

検針

8月分
料 金

使 用不 使 用 不 使 用

基本料金の
半額を申し
受けます

料金は
申し受けません

基本料金の
半額を申し
受けます

検針 検針 検針 検針

※ 低圧電力などの標準的な従量制の料金メニューでは、１年を通じたご契約と
していただくため、ご契約中の１月においてまったく電気をご使用されな
かった場合でも、基本料金の半額を申し受けるお取扱いとしています。

臨時電力のお取扱いの特徴
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毎年料金を申し受ける契約期間を定めてお客さまにあらか

じめ契約していただきます。

※ 契約期間は、原則として毎年変更できません。
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電気の使用開始・終了方法

お客さまによるメインブレーカーの操作により使用開始・

終了いただけます。

使用開始・終了に際しての当社へのご連絡は不要です。

契約期間前から使い始める場合は

天候状況等により、契約期間の開始前から電気を使い始

めたい場合は、メインブレーカーの操作により使用いた

だけます。

また、契約期間の終了後に電気を使いたい場合も同様に

使用いただけます。使い終わりの際には必ずメインブ

レーカーをオフにするようお願いします。

契約期間終了前に使い終わる場合は

契約期間の終了前に電気を使い終わり、契約期間の短縮

を希望される場合は、当社へ使用終了日をご連絡くださ

い。契約期間終了前のご連絡に限り、料金を申し受ける

期間を変更します。

契約期間を通じて使わない場合は

契約期間を通じて電気を使わない場合は、当社へその旨

をご連絡ください。契約期間開始前のご連絡に限り、料

金を申し受けない期間として取り扱います。

契約期間以外で使用された月の基本料金は１か月分を申し受け
ます。料金について詳しくは次ページをご覧ください。

ご確認ください



契約期間以外で使用された場合は、実際に使用された日

のみならず、１か月分の料金※を申し受けます。実際に

使用された日数に応じた基本料金の日割りは行ないませ

んので、あらかじめご了承ください。

毎年、契約期間について、基本料金、電力量料金（燃料費

等調整額を含む。）および再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計を料金として申し受けます。

契約期間以外は、スマートメーターによりご使用がないこ

とを当社が確認できれば、料金を申し受けません。

契約期間の取扱いを見直します料金のお取扱い
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９月分料金

期間外使用

契約期間以外で使用された場合は

検針期間を通じた料金を申し受けます

期間外使用を確認 期間外使用を確認

検針期間を通じた料金を申し受けます

期間外使用

※ 前月検針日～当月検針日の前日までの基本料金およびご使用量
等に応じた料金となります。

※ 料金は、翌月以降の料金に加算してご請求する場合があります。



Ｑ 契約期間を変更できますか？

Ａ
契約期間は原則として毎年変更はできません。ただし、ご利用形
態が変わるなどにより契約期間の変更を希望される場合は、当社
までご相談ください。

Ｑ 契約期間以外では電気は使えませんか？

Ａ 契約期間以外でもお客さまにてメインブレーカーを操作すること
により、電気をご使用することは可能です。

Ｑ 契約期間以外で電気を使用した際に連絡は必要ですか？

Ａ

不要です。その月の料金は、ひと月の使用電力量に応じた電力量
料金に加え、基本料金は１か月分を申し受けます。実際に使用さ
れた日数に応じた基本料金の日割りは行ないませんので、あらか
じめご了承ください。

契約期間の取扱いを見直しますよくあるご質問

契約期間の終了前に電気を使い終わる場合や契約期間を
通じて電気を使わない場合は、以下までご連絡ください。

ほくでん契約センター

０５７０－０９２－８００
【営業時間】月曜日～金曜日 9:00～17:00
（休業日：土曜，日曜，祝日，12月29日～1月3日，5月1日）

Ｑ

Ａ

スマートメーターの設置は必要ですか？

契約期間の日数に応じた基本料金の日割りには、スマートメーター
の設置が必要です。
スマートメーターの設置がない場合、契約期間以外で電気の使用が
なかったことが計量値により確認できない月は、原則として１か月
分の基本料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。

臨時電力（低圧）に関するご連絡先


